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東芝教育訓練⽤原⼦炉TTR-1
保安規定変更申請概要
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東芝教育訓練⽤原⼦炉TTR-1保安規定変更認可申請
3条改定に伴う変更
○本⽂に以下の事項を追加・変更
第３章 保守管理

① 廃⽌措置の管理 ② 施設管理関係（⽅針、⽬標、実施計画など）
③ 新検査制度関係（定期事業者検査など）

第7章 品質マネジメント計画
品質管理基準規則の条⽂に基づく品質管理の実施
（保安規定に基づく保全活動、設⼯認、廃⽌措置を対象）

第８章 保安教育
保安教育実施⽅針の策定など試験炉規則の改正

第４章 放射線管理、第５章 放射性廃棄物の処理
放射線作業計画、線量管理、放射性廃棄物処理の基本⽅針などに、

ALARAの精神に基づく活動を明⽂化
第９章 記録及び報告

試験炉規則第６条（記録）、第16条の14（事故故障等の報告）の改正
に基づいて改定

説明
説明
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東芝教育訓練⽤原⼦炉TTR-1保安規定変更認可申請
3条改定とは別の変更 記載適正化

- 第23条第3項 管理担当部⻑は、・・・昭和６３年科学技術庁告⽰第２
０号（以下「告⽰」という。）に定める
→管理担当部⻑は、・・・核原料物質⼜は核燃料物質の精錬の事業に関
する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告⽰（以下「告⽰」とい
う。）第１条に定める

- 第31条第2号 （2）表⾯密度については告⽰第5条に定める
→ （2）表⾯密度については告⽰第4条に定める

- 第71条第2項 災害対策本部は、第8図に掲げる組織で構成する。
→ 災害対策本部は、第9図に掲げる組織で構成する。

- 第77条第2項 所⻑は、…、第9図に⽰す品質…
→ 所⻑は、…、第10図に⽰す品質…

- 第６表 放射線測定器（第５０条関連）
機器 → 放射線測定器の種類
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保安規定変更概要 ３．保守管理 新検査制度
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査員(注１) 

東芝エネルギーシステムズ 

株式会社 社長 

原子力技術研究所長 

内部監査組織(注 1) 

品質管理責任者 

原子炉技術担当部長 

放射線管理室長 臨界実験装置室長 

管理担当部長 

原子炉主任技術者 

品質マネジメントレビュー会議 

施設の管理組織から独⽴
した検査員を設置

3条改定に
伴う変更
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保安規定変更概要 7．品質マネジメント計画
・品質管理計画の記載項⽬

１．⽬的
２．定義
３．適⽤範囲
４．品質マネジメントシステム
５．経営責任者等の責任
６．資源の管理
７．個別業務に関する計画の策定及び実施
８．評価及び改善

TTR廃⽌措置計画 TTR保安規定

責任者として社⻑を
保安規定で明確化

3条改定に
伴う変更
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今後の補正申請の内容
3条改定に伴う変更
第6章危険時の措置に 可燃物の管理を追記

3条改定とは別の変更
第５章 放射性廃棄物の処理に 廃⽔中の放射能測定に関する放射線測定

器の管理を明確に記載
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東芝臨界実験装置NCA
保安規定変更認可申請概要
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東芝臨界実験装置NCA保安規定変更認可申請
3条改定に伴う変更
○本⽂に以下の事項を追加・変更
第8章 保守

① 施設管理関係（⽅針、⽬標、実施計画など） ② 新検査制度関係
（定期事業者検査など）③ 定期的な評価（⻑期施設管理⽅針など）
第10章 品質マネジメント計画

品質管理基準規則の条⽂に基づく品質管理の実施
（保安規定に基づく保全活動、設⼯認、廃⽌措置を対象）

第11章 保安教育
保安教育実施⽅針の策定など試験炉規則の改正

第5章 放射線管理、第6章 放射性廃棄物の処理
放射線作業計画、線量管理、放射性廃棄物処理の基本⽅針などに、

ALARAの精神に基づく活動を明⽂化
第12章 記録及び報告

試験炉規則第６条（記録）、第16条の14（事故故障等の報告）の改正
に基づいて改定に基づいて改定

説明
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東芝臨界実験装置NCA保安規定変更認可申請
3条改定とは別の変更 記載の適正化
- 第42条第2項 第1条の２第1項→第1条の２第2項
- 第42条第3項 第1条の２第1項→第1条の２第2項

- 第47条第2号 表⾯密度については、昭和６３年科学技術庁告⽰第２０
号（以下「告⽰」という。）第5条に定める

→ 表⾯密度については、核原料物質⼜は核燃料物質の製錬の事業に関す
る規則等の規定に基づく線量限度等を定める告⽰（以下「告⽰」とい
う。）第４条に定める

- 第58条(緊急作業に係る線量当量限度)→(緊急作業に係る線量限度)
- 第58条第5項 管理担当部⻑は、核原料物質⼜は核燃料物質の製錬の事

業に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告⽰第７条第２項
に定める場合に・・・

→ 管理担当部⻑は、告⽰第7条第2項に定める場合に・・・

- 第7表 NCA放射線管理⽤機器（第６６条関連）
機器 → 放射線測定器の種類
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保安規定変更概要 ８．保守 ③定期的な評価
3条改定に
伴う変更
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今後の補正申請の内容
NCA
3条改定に伴う変更
・第7章危険時の措置に 可燃物の管理を追記
・第8章保守 第92条の7の誤記訂正（第91条→第92条）

3条改定とは別の変更
第６章 放射性廃棄物の処理に 廃⽔中の放射能測定に関する放射線測定器の

管理を明確に記載
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以上


